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２０２６年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス 

事業実施に係る協定書（案） 
 

 

 東京都（以下「甲」という。）と中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会（以

下「乙」という。）は、２０２６年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業

を実施するため、次の条項により協定を締結する。 

 

（事業の内容） 

第１条 乙は、次のとおり２０２６年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス

事業（以下「事業」という。）を実施する。 

（１）目的 

東京都と都内の中小企業支援機関が連携・協力して、都内中小企業の経営課題の発

見から短期・中長期の課題解決までを一貫して支援することによって、都内中小企業

の経営安定や活力向上を後押しすることを目的とする。 

（２）期間 

２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日までとする。 

（３）事業内容及び経費 

   別添事業計画書及び収支予算書のとおりとする。 

 

（業務分担） 

第２条 事業の実施における甲乙の業務分担は、次のとおりとする。 

（１）甲の業務分担 

ア 事業の企画及び実施等の協議並びに助言に関すること。 

イ 契約事務のうち、業者等選定委員会の開催に関すること。 

ウ 負担金の支出 

（２）乙の業務分担 

ア 事業の企画及び実施等に関すること。 

イ 実行委員会の運営に関すること。 

ウ 翌年度事業実施等に関すること 

２ 乙は、自己の分担業務について、第三者に委託できるものとする。 

 

（経費の負担） 

第３条 甲は乙に対し、乙の事業実施に係る経費支出に充当する資金として、事業収支予

算に基づく負担金の額を上限として支出する。 

２ 事業実施に係る経費支出が前項の上限を超えた場合は乙の負担とする。 

 

資料１ 



（負担金の支払方法） 

第４条 甲の乙に対する負担金の支払は、東京都会計事務規則（昭和３９年東京都規則第

８８号）第８３条第１項第４号により概算払とする。 

２ 前項の負担金の支払は、四半期毎に年４回に分けて交付する。交付割合は、それぞれ

４割、２割、２割、２割とする。 

 

（負担金の請求） 

第５条 乙は、甲に対して負担金の交付を受けようとするときは、様式第１による請求書

により請求し、甲はその請求内容が適正であると認定した場合、請求金額を乙に支払う

ものとする。 

 

（状況報告） 

第６条 乙は、四半期毎にその実績を取りまとめ、様式第２による遂行状況報告書を各四

半期末日の翌月１０日までに甲へ提出しなければならない。ただし、第４四半期の状

況報告については、第７条に規定する事業報告書及び収支金明細書に代えるものとする。 

 

（負担金の額の確定） 

第７条 事業が終了したときは、乙は速やかに事業報告書及び収支金明細書を甲に提出す

る。 

２ 甲は、前項により事業報告を受けたときは、その内容を調査・審査の上、負担金の額

を確定し、様式第３による額の確定通知書を乙に対し送付する。 

 

（負担金の精算） 

第８条 乙は、負担金の額の確定通知受領後速やかに負担金の精算を行い、様式第４によ

る精算書を甲に提出しなければならない。 

 

（帳簿及び書類の備付け） 

第９条 乙は、この協定に基づく事業全体の執行について、経理上の帳簿その他の書類を

備え、その責任において常に適正に処理し、かつ当該書類を事業終了後５年間保管する

ものとする。 

 

（事務処理状況調査） 

第１０条 甲は、必要と認めるときは、乙の事務処理状況を調査することができる。 

２ 甲は、前項の調査に当たっては、前条に定める帳簿、書類等の提出を乙に求めること

ができる。 

 

 



（内容の変更） 

第１１条 甲又は乙は、必要があるときは、双方協議の上、協定書の内容を変更すること

ができる。 

 

（協定の解除） 

第１２条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この協定を任意に解除す

ることができる。 

（１）甲において、公益上の見地から事業を中止する必要が生じたとき。 

（２）乙に事業の実施上、甲及び乙が共同して実施する事業としてふさわしくない行為

があったとき。 

（３）乙において、負担金の使途を甲の承認を得ずに一方的に変更したとき。 

（４）乙の委員または委員が所属する団体の職員等が暴力団員等（東京都暴力団排除条

例（平成２３年東京都条例第５４号。以下「条例」という。）第２条第３号に規定

する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。）に該当するに至っ

たとき。 

２ 前項の規定に基づき、甲がこの協定を解除したため乙に損害が生じても、甲はその賠

償の責めを負わない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第１３条 甲及び乙が分担業務により取得した個人情報は、各々が保有する個人情報とす

る。 

２ 甲及び乙は、各々が保有する個人情報の取扱いについて、関連法令等を遵守し、適正

に管理を行う。 

３ 甲又は乙の故意・過失により事故が生じた場合は、各々の責任と費用負担によりこれ

を解決する。 

 

（機密情報の取扱い） 

第１４条 乙は、事業実施に当たって収集した企業情報等の機密情報（以下「機密情報」

という。）を第三者に漏えいしてはならない。 

２ 乙は、事業実施に当たって収集した機密情報について、善良なる管理者の注意義務を 

もって厳重に管理し、保持する義務を負う。 

３ 乙は、事業実施に当たって収集した機密情報について、事業に必要最小限度の範囲の

者に限り使用させることができるものとする。この場合乙は、機密情報に接する者に対

し、乙と同様の機密保持義務を負わせるものとする。 

４ 乙は、第三者に分担業務を委託する場合、委託先及びその従業員に対し、乙と同様の

機密保持義務を負わせ、管理しなければならないものとする。 

 



（著作権の取扱い） 

第１５条 乙が、事業実施に伴い作成する中小企業活力向上チェックシート（以下「チェ

ックシート」という。）及び中小企業活力向上ハンドブック（以下「ハンドブック」とい

う。）に係る著作権法第２章第３節第３款に規定する権利（以下「著作権」という。）に

ついては、甲に帰属する。 

２ 乙が、事業の実施に当たって、自身または第三者への委託によって乙以外の者が作成

した著作物に係る著作権については、前項に係るものを除いて乙に帰属する。 

３ 前項に係る著作権は、第１２条により、協定の解除が行われた場合には、甲に譲渡さ

れるものとする。 

４ 乙が、委託等の契約によりチェックシート及びハンドブックを乙以外の者に作成させ 

る場合は、契約書、仕様書等において、著作権は甲に帰属する旨を明記することとする。 

 

（非常災害等の場合の措置） 

第１６条 協定締結後において、天災地変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済

情勢の激変により協定内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、

甲又は乙は、相手方と協議の上、協定内容を変更することができる。 

 

（補則） 

第１７条 この協定の解除に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、 

その都度、甲乙が協議して決定する。 

 

この協定の締結を証し、併せてこの協定の内容の確実な実施を期するため、協定書２通を

作成し、双方記名押印の上、甲乙各１通を保有する。 

 

  ２０２６年 ４月 １日 

 

甲   所 在 地  東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

             団 体 名  東京都 

代 表 者  東京都知事  小 池  百 合 子 

 

         乙   所 在 地  東京都千代田区丸の内三丁目２番２号 

                団 体 名  中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会  

             代 表 者  委員長  田 中  慎 一 



 
 
様式第１ 

番号 

年  月  日 

 

東京都知事 殿 

 

所在地  

団体名  

代表者              印 

 

 

年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業 

実施に係る負担金請求書 

 

 

年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業実施に係る協定

書第５条に基づき、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

   負担金請求額             円（ただし、第 四半期分） 

 



様式第２

東京都知事　殿

所在地：

団体名：

代表者：

　　　　　　　　　　　　年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業

　１　負担金執行状況

円 円 円 円 円

　２　事業の進捗状況

　　　　　　　　第　四半期の遂行状況報告書

今後執行見込額

番号

　　年　　月　　日

0 0

記

負担金額(A) 負担金受領額(B) 支出済額(C) 未執行額(B-C)

0

印　

　　　　　　　年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業実施に係る

　　協定書第６条に基づき、第　四半期の状況を下記のとおり報告します。

0 0



収入の部 （単位：円）

科　　目 予算額 収入済額 収納率 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

負担金 0

合　　計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支出の部 （単位：円）

科　　目 予算額 支出済額 執行率 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

プロジェクトの推進体
制整備に係る経費

0

プロジェクトの広報・
PRに係る経費

0

プロジェクトの進捗管
理・成果普及に係る経

費
0

支出合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

未執行額 0 0

合　　計 0 0

１　未執行額 円
　・
　・

２　今後執行見込額 円
　・
　・

　　　　年度　中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス　収支予算の執行状況一覧
（　　　　年４月１日から　　　　年３月３１日まで）



 
 
様式第３ 

番号 

 

 

所在地  

団体名  

 

 

年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業に係る 

負担金額の確定について 

 

 

     年  月  日付で締結した    年度中小企業活力向上プロジェクト

アドバンスプラス事業実施に係る協定書（以下「協定書」という。）第７条に基づき、 

  年  月  日付  第  号をもって提出された事業報告書及び収支金明細書

を審査したところ、事業の成果が協定書の内容に適合するものと認められるので、負担

金の額を下記のとおり確定する。 

 

 

  年  月  日 

 

東京都知事  

 

 

記 

 

１ 概算払額            円 

２ 確 定 額            円 

３ 返 還 額            円 



 
 
様式第４ 

番号 

  年  月  日 

 

東京都知事 殿 

 

所在地  

団体名  

代表者              印 

 

 

年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業 

実施に係る負担金精算書 

 

 

     年  月  日付で締結した    年度中小企業活力向上プロジェクト

アドバンスプラス事業実施に係る協定書（以下「協定書」という。）に基づく事業を完

了しましたので、協定書第８条の規定により東京都の負担金について、下記のとおり精

算します。 

 

 

記 

 

１     年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業負担金 

（１）概算払受領額             円 

（２）精 算 額             円 

（３）返 還 額             円 
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２０２６年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス 

事 業 計 画 書（案） 
（２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日まで） 

 

 

１ プロジェクトの推進体制整備 

（１）実行委員会・幹事会の運営 

ア 実行委員会の開催 

当事業の最高意思決定機関として、入札案件の審議を含め、年３回程度の開催を予

定。 

 

イ 幹事会の開催 

当事業の実務責任者会議として、必要に応じて、開催を予定。 

 
（２）支援基盤の整備 

ア チェックシート等の修正・印刷・配布 

現場から上がってきた意見をもとに、必要に応じチェックシート等を一部見直し、

修正をおこない、印刷・配布する。 
 

イ 中小企業活力向上ハンドブックの印刷・配布 
  ハンドブックについて、チェックシートの修正内容に応じて適宜修正し、印刷およ

び電子化し配布する。 
 
ウ 診断士情報の登録・管理 

多岐にわたる分析実施企業の経営課題解決をきめ細かく支援できるよう、東京都

中小企業診断士協会の協力のもと、中小企業診断士の新規および追加登録を進める。

またあわせて、経営指導員等からの推薦があった場合にも適宜、登録を行う。 
 
（３）支援者向け説明会の開催 

ア 商工会・商工会議所の経営指導員について 

経営指導員に対して、当事業の事業内容の正確な理解の促進を図り、経営分析企業

に必要とされる各種ツール（ハンドブック、コラム、オンラインセミナー等）を適切

に活用できるよう、事業スキームと各種ツールについての説明会を開催する。  
 

イ 登録中小企業診断士について 

中小企業診断士に対して、事業内容や経営分析ツールの正確な理解の促進を図り、

経営分析企業に適したアドバイスが行えるよう、事業スキーム、経営分析報告書の記

資料２－１ 
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載方法および支援施策の活用方法等についての説明会を開催する。 
 

２ プロジェクトの広報・ＰＲ 

（１）ホームページ運営 

ア ホームページ運営（日常更新） 

２０２６年度の各種支援施策や各支援機関の最新情報をホームページに掲載し、

併せてメールマガジン等でも発信する。 

 

イ 専門家コラムの執筆・掲載 

当事業の登録診断士に専門家コラムの執筆を依頼し、経営改善につながるヒント

を掲載する。 

 

ウ ホームページ構築・改修 

 ホームページの来訪者が当事業に興味・関心を持ち、事業内容や掲載コンテンツ

を活用・申込みやすくなるよう、AI 等の最新技術の導入を検証するとともに、サイ

ト利用者の利便性向上を含めたホームページの継続改修を行う。 

 

エ ハンドブック等の映像化とＰＲ 

ハンドブックや専門家コラム等の内容の一部を映像化して周知するなど、経営者

や支援者において、より効果的な活用方法を検討し、利用の促進を図る。 
 

オ セキュリティ対策（点検・診断） 

利用者への情報提供における安全・安心を確保するため、第三者機関によるホーム

ページのセキュリティチェックを行い、脆弱性がないかを確認する。確認後に指摘を

受けた箇所については、適宜適切に対応していく。 
 

（２）チラシ作成、広告掲載など 

ア 事業案内チラシの作成・配布 

専門家派遣事業の利用を促すため、支援コースの内容をはじめ、実行委員会で提供

する経営課題解決に役立つ支援ツールを紹介するチラシ等を作成し 、各中小企業支

援機関を通じて配布する。 
 

イ 各実施団体および各支援団体の会報誌やＤＭなどによるＰＲ 

当事業の利用を促すため、各実施団体および各支援団体の会報誌やＤＭなどによ

るＰＲをおこなう。 
 

ウ 新たなメディアの活用によるＰＲの促進 
既存のＨＰや動画の露出を増やすため、新聞、テレビ、雑誌、電車・タクシー内広
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告などを含め、新たなメディアを活用した当事業の認知度の向上の図り方、PR の促

進方法を検討し、必要に応じてプレスリリース等も交えながら実施していく。 
 
（３）セミナー開催 

  ア 商工会・商工会議所主催によるセミナー 

企業のニーズや実態（業種別・規模別等）に応じてチェックシートの７分野に即し

たテーマを設定し、当事業のＰＲを兼ねた企業向けライブセミナーを東京都商工会

連合会、各商工会、並びに各商工会議所と共催もしくは単独で開催する（２３区内・

多摩地域、計３回程度を予定）。 
 
  イ オンライン動画セミナー 

   チェックシートの７分野に関連する中で、昨今ニーズの高い話題のテーマを設定

したセミナーを、公式ホームページ上で展開していく。オンラインの動画配信セミナ

ーとすることで、業務都合で平日に一定時間を確保しづらい小規模事業者の経営課

題解決に寄与するほか、当事業の利用もうながす。 
 

３ プロジェクトの進捗管理・成果普及 

（１）進捗管理 

ア 四半期報告とりまとめ、経営分析報告書等データベース化 

各実施団体における経営分析、グロースサポートの進捗状況を四半期ごとにとり

まとめ、構成団体と情報共有する。また、都内中小企業の直面する課題の把握と解決

の方向性の検討に役立てるため、経営分析報告書等の内容をデータベース化する。 
 

イ 担当者連絡会の開催 

構成団体の現場スタッフを参加メンバーとする担当者連絡会を開催し、情報共有

や意見交換を行う。 
 

（２）支援事例集の作成 

本事業利用企業についてのアンケート調査を含めた定量分析、販売戦略や社内体

制整備等の一般的な経営課題並びに価格転嫁や人材確保、賃上げ等の重要な中小企

業の課題に関する好事例を取りまとめ、「支援事例集」として冊子にまとめ、都内中

小企業および各団体等へ配布する。 
 

（３）成果普及 

ア 専門家支援イメージ動画によるＰＲ 

経営課題を感じている事業者に対して、当事業における専門家支援の様子をイメ

ージできるドキュメンタリー動画の制作を行い、ホームページ等で公開する。動画に

て専門家支援のイメージを具体化させ、事業への興味・関心を高めることを狙う。 
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イ 年次報告の開催 

当事業の今年度の活動成果を公表する場として開催する。 
 

ウ 事業報告書の作成 

当事業の今年度の事業成果を報告書に取りまとめ、各団体へ配付する。 
 

 

 

 

以上 

 



2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス 年間スケジュール（案） 4 

 
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

１ プロジェクトの推進体制整備             

 

(1) 実行委員会・幹事会

の運営 
・実行委員会 
・幹事会 

 

 

 

 

第 1 回 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

第 2 回 

 

第 3 回 

(2) 支援基盤の整備 
・チェックシートの印刷・配布 
・ハンドブックの印刷・配布 
・診断士情報の登録・管理 

            

(3) 支援者向け説明会 
・プロジェクト従事者向け説明会 

○商工会議所等の経営指導員 
○登録診断士 

            

２ プロジェクトの広報・ＰＲ             

 

(1) ホームページ運営 

・ホームページ運営（日常更新） 
・専門家コラムの執筆・掲載 
・ホームページ構築・改修 
・ハンドブック等の映像化 
・セキュリティ対策（点検・診断） 

            

(2) チラシ作成、 
広告など 

・各種チラシ作成 
・各団体によるＰＲ（配布・広告掲載） 
・各種動画の作成・ＰＲ 
・新たなメディアの活用によるＰＲ 

            

(3) セミナー開催 
・区部と多摩地域で開催 
・オンラインセミナー 

 
 

           

３ プロジェクトの進捗管理・成果普及             

 

(1) 進捗管理 
・四半期報告取りまとめ、 
 経営分析報告書等データベース化 
・担当者連絡会の開催 

   

 

第 1 回 

    

 

 

  

 

第 2 回 

 

 

 

  

(2) 支援事例集の作成 
・支援事例の作成 
・アンケートの作成・実施 
・支援事例集（冊子）の作成・配布 

            

(3) 成果普及 
・専門家支援イメージ動画制作 
・年次報告会の開催 
・事業報告書の作成、各団体へ配布 

            

 

企画、講師選定 撮影、順次公開 

企業ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

第 1 回 第 2 回 第 3 回 

アンケートの作成・実施 
冊子作成 配布 

資料２－２ 

必要に応じて開催 



２０２６年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会 

収 支 予 算 書（案） 
（２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日まで） 

 

収入の部                             （単位：円） 

科 目 予算額 備 考 

中小企業活力向上事業負担金 87,136,974  

合  計 87,136,974  

 

支出の部                             （単位：円） 

科 目 予算額 備 考 

 プロジェクトの推進体制 

整備事業費 
53,599,655 

・事務局運営委託費 

・賃貸料等 

・各種会議開催費 

・チェックシート、ハンドブック等作成費 

・診断士情報登録管理費 

・各種説明会開催費       等 

プロジェクトの広報・ＰＲ事業費 22,207,319 

・ホームページ管理・維持費・改修費 

・ＷＥＢセキュリティ対策費 

・専門家コラム執筆料 

・各種動画ＰＲ費 

・チラシ等制作費 

・広告掲載費 

・ＰＲ費用負担金 

・セミナー開催経費負担金    等 

 プロジェクトの進捗管理・ 

成果普及事業費 
11,330,000 

・経営分析報告書データベース化 

・諸会議開催費 

・支援事例集制作費 

・専門家支援イメージ動画制作費 

・年次報告会開催経費 

・利用者アンケート分析費用   等 

合  計 87,136,974  
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資料３−１
2026年度　中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会　契約予定概要一覧（入札案件・特命随意案件）

契約・発注時期 支出項目 件  名・概要 過年度実績額 発注形態 備考

2026年4月 ―
2026年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局運営業
務委託
当実行委員会の事務局業務について委託するもの。

87,136,974 特命随意

2026年4月
プロジェクト

推進体制事業費

2026年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業 経営分析
登録診断士データ収集・チェック・登録
経営分析の際に、事業所への派遣を希望する中小企業診断士のプロフィール
データ（氏名、専門分野、指導実績等）の収集・チェック・登録を行う

212,300 特命随意

2026年4月
プロジェクト

推進体制事業費

2026年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局業務
に係る専門的見地からのアドバイザリー業務委託
中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業運営に関し専門的見地
からのアドバイザリー業務および事務業務の委託を行う

8,448,000 特命随意

2026年7月
進捗管理・

成果普及事業費

2026年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業に関する分
析報告書等のデータ入力業務委託（単価契約）
紙媒体に記載された「中小企業活力向上チェックシート」及び「経営分析報
告書」の内容を、集計・分析用の電子データに変換するため、データ入力業
務を行う

2,497,440 競争入札

2026年4月
プロジェクト

推進体制事業費

2026年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局運営
業務に係る事務担当者の派遣契約（2026年4月1日〜2027年3月31日）
当実行委員会における電話対応や事業進捗管理、データ入力・編集等の事務
処理等を担当してもらうため、派遣労働者を業務に従事させる。

9,393,956 競争入札



仕 様 書 
 
１ 件 名 

２０２６年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局運営業務委託 
 
２ 事業目的 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会（以後、実行委員会という。）は、東京 
都と都内の中小企業支援機関が連携・協力して、都内中小企業の経営課題の発見から短期・中長 
期の課題解決までを一貫して支援することによって、都内中小企業の経営安定や活力向上を後押 
しすることを目的としている。 
 

３ 履行場所 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会が指定する場所 

 
４ 履行期間 

２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日まで 
 
５ 委託内容 

以下の（１）から（３）を実施すること。 

（１）プロジェクトの推進体制整備 
ア 実行委員会・幹事会等に関すること 

① 実行委員会の開催 
当事業の最高意思決定機関として、年３回程度の開催を行うこと。 

② 幹事会の開催 
当事業の実務責任者会議として、必要に応じて、適宜、開催すること。 

③ 競争入札に係る事務 
仕様書や募集要領等の作成、公募案件に係る質問対応、入札・落札事務等の競争入 

札の運営を適切に行うこと。 
 

イ 支援基盤の整備 
  一般的な経営相談に加え、価格転嫁や人手不足、賃上げ等の中小企業を取り巻く重要

課題に対しても、十分な支援ができるよう体制を整備すること。 
① 中小企業活力向上チェックシートの印刷・配布 

必要に応じて内容を見直し、修正のうえ、各支援機関等へ配布すること。 
② 中小企業活力向上ハンドブックの修正・印刷・配布 

ハンドブックについて、中小企業活力向上チェックシートの修正内容に応じて適宜、

修正のうえ、各支援機関等へ配布すること。 
③ 診断士情報の登録・管理 

多岐にわたる診断企業の経営課題解決をきめ細かく支援できるよう、東京都中小企 
業診断士協会の協力のもと、中小企業診断士の新規および追加登録を進めること。 

また、あわせて、経営指導員等からの推薦があった場合にも適宜、登録を行うこと。 
 

ウ 支援者向け説明会の開催 
① 商工会・商工会議所の経営指導員について 

資料３－２－１ 



経営指導員に対して、当事業の事業内容の正確な理解の促進を図り、診断企業に必 
要とされる各種ツール（ハンドブック、コラム、オンラインセミナー等）を適切に活 
用できるよう、事業スキームと各種ツールについての説明会を開催すること。  

② 登録中小企業診断士について 
中小企業診断士に対して、事業内容や診断ツールの正確な理解の促進を図り、診断 

企業に適したアドバイスが行えるよう、事業スキーム、経営分析報告書の記載方法及 
び支援施策の活用方法等についての説明会を開催すること。 

 
（２）プロジェクトの広報・ＰＲ 

ア ホームページ運営 
① ホームページ運営（日常更新） 

２０２６年度の各種支援施策や各支援機関の最新情報をホームページに掲載し、あ 
わせて、メールマガジン等でも発信すること。 

② 専門家コラムの執筆・掲載 
当事業の登録診断士に専門家コラムの執筆を依頼し、経営改善につながるヒントを 

掲載すること。 
③ ホームページ構築・改修 

       ホームページの来訪者が当事業に興味・関心を持ちやすくなるよう、支援者向け 
サイトの利便性向上を含めたホームページの改修等を検討すること。 

④ ハンドブックの映像化とＰＲ 
ハンドブックの内容の一部を映像化して周知するなど、経営者や支援者において、 

より効果的な活用方法を検討し、利用の促進を図ること。 
⑤ セキュリティ対策（点検・診断） 

利用者への情報提供における安全・安心を確保するため、第三者機関によるホーム 
ページのセキュリティチェックを行い、脆弱性がないかを確認する。確認後に指摘 
を受けた箇所については、適宜適切に対応していくこと。 

 
イ チラシ作成、広告掲載など 

① 事業案内チラシの作成・配布 
経営分析・専門家派遣事業の利用を促すため、支援内容をはじめ、実行委員会で提

供する経営課題解決に役立つ支援ツールを紹介するチラシ・パンフレットを作成し、

各支援機関等へ配布すること。 
② 各支援機関の会報誌やＤＭなどによるＰＲ 

当事業の利用を促すため、各支援機関の会報誌やＤＭなどによるＰＲをおこなうこ 
と。 

③ 新たなメディアの活用によるＰＲの検討 
既存のＨＰや動画の露出を増やすため、新聞、テレビ、雑誌、電車・タクシー内広 

告などを含め、新たなメディアを活用した当事業の認知度の向上の図り方、PR の促 
進方法を検討し、必要に応じてプレスリリース等も交えながら実施していくこと。 

 
ウ セミナー開催 

     ① 商工会・商工会議所主催によるセミナー 
企業のニーズや実態（業種別・規模別等）に応じてチェックシートの７分野に即し 

たテーマを設定し、当事業のＰＲを兼ねた企業向けライブセミナーを、東京都商工会 



連合会、各商工会、及び各商工会議所と共催もしくは単独で開催すること。 
     ② オンライン動画セミナー 

 業務都合で平日に一定の時間を確保しづらい小規模事業者のために、重要性が高い 
話題をテーマに設定したセミナーを撮影・編集し、公式ホームページ上で公開するこ 
と。 

 
（３） プロジェクトの進捗管理・成果普及 

ア 進捗管理 
① 四半期報告のとりまとめ、経営分析報告書等のデータベース化 

各実施団体における経営分析、グロースサポートの進捗状況を四半期ごとにとりま 
とめ、各支援機関と情報共有すること。また、都内中小企業が直面する課題の把握と 
解決の方向性の検討に役立てるため、経営分析報告書等の内容をデータベース化する 
こと。 

② 担当者連絡会の開催 
各支援機関の現場スタッフを参加メンバーとする担当者連絡会を開催し、情報共有 

や意見交換を行う。 
 

イ 事例集の作成 
販売戦略や社内体制整備等の一般的な経営課題並びに価格転嫁や人材確保、賃上げ等 

の重要な中小企業の課題に関する好事例を取りまとめ、各支援機関等へ配付すること。 
あわせて、本事業を利用した企業を対象にアンケート調査を実施し、今後の施策立案に

活かせるよう、分析結果を掲載すること。 
 

ウ 成果普及 
① 専門家支援イメージ動画によるＰＲ  

動画を通じて専門家による支援イメージを具体化させ、事業への興味・関心を高め 
るため、当事業における専門家支援の様子をドキュメンタリー動画として制作を行い、 
ホームページ等で公開すること。 

② 年次報告会や活力向上大会の開催 
当事業の活動成果を共有する場を設けること。 

③ 事業報告書の作成 
当事業に係る今年度の事業成果を報告書に取りまとめ、各支援機関へ配付すること。 

 
６ 状況報告・事業報告 

四半期毎に状況報告を行う。また、委託期間終了後、速やかに事業報告を行う。 

 

７ 支払方法等 

四半期毎の分割概算払とする。事業終了後は精算し、残金が生じたときは、精算残金を返納 

すること。 

 

８ 所有権・著作権の帰属 

  本委託により受託者が作成した成果物に係る一切の所有権・著作権（著作権法第 27 条及び第 
28 条に定める権利を含む）については、実行委員会に帰属する。また、受託者は、著作者人格権 
の行使をしないこと。 



 
９ 再委託の取り扱い 

（１）本委託業務は、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。 
ただし、予め書面により、実行委員会の承認を得たときにはこの限りではない。 

（２）この仕様書に定める事項については、受託者と同様に再委託先においても遵守するものと 
し、受託者は再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。 

 
１０ 個人情報の保護 

   乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、甲の指示のもと関係 

法令等を順守しなければならない。 

 
１１ 環境により良い自動車利用 

本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。 

（１）都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年東京都条例第 215 号)第 37 

条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

（２）自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に 

関する特別措置法（平成４年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車であるこ 

と。なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の 

提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 

 

１２ 環境に配慮した印刷発注 

印刷物において、使用する用紙及び印刷インキは以下の基準を満たすこと。 

（用紙（冊子の表紙及び色上質紙を除く。）） 

（１）総合評価値が７０以上であること。 

（２）バージンパルプ原料の使用に関しては、合法性が証明されたものであること。 

（３）製品の総合評価値及びその内訳がウエブサイト等で容易に確認できること。 

 

（印刷インキ） 

（１）オフセット印刷である場合には、次の基準を満たすこと。 

ア ①のインキを使用する。ただし、①によれない場合は、②のインキを使用すること。 

① ノンＶＯＣインキ（石油系溶剤を使用しないインキ）又はリサイクル対応型ＵＶ 

インキ 

② バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が１％未満の溶剤のみ 

を用いるインキ 

イ インキの化学安全性が確認されていること。 

ウ ①のインキを使用した場合は、印刷物の裏表紙等に「石油系溶剤を含まないインキ 

を使用しています」と表示するか、マークを表示すること。 

 

（２）デジタル印刷の場合には、次の基準を満たすこと。 

ア 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安 

全性に係る水準１（東京都グリーン購入ガイド品目「トナーカートリッジ」参照） 

を満たすトナーが使用されていること。 

イ 電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナ 

 ー又はインクの化学安全性が確認されていること。 



 

（リサイクル適性） 
（１） 紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料（古紙リサイクル適性ランクＢ、Ｃ 
   及びＤランク の材料）が使用されていないこと。ただし、印刷物の用途・目的から 

使用する場合は、使用部位、 廃棄又はリサイクル方法を表示すること。 
      （２） 印刷物へリサイクル適性を表示すること。 

 
１３ その他 

この仕様書で不明な点や疑義が生じた場合には、双方協議のうえ決定する。 

 
１４ 担当 

東京都産業労働局商工部地域産業振興課 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第一本庁舎 20 階北側 



特 命 理 由 書  

 

件名 ２０２６年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局運営業務委託  

契約相手方 東京商工会議所  

特 命 理 由 

 

 
 

 

 

本事業は、都内中小企業の潜在的な課題の発見から解決までの一体的な支援に加え、

事業計画の進捗確認と実行継続支援を目的としている。また、当該目的達成のためには、

都内の中小企業支援機関が密に連携しながら、都内中小企業の活力向上を幅広く支援

し、持続的発展をきめ細やかにサポートすることが必要不可欠である。 

そのため、本事業の事務局は、都内中小企業支援機関であり尚且つその中心として他

支援機関を強力に牽引できる唯一の団体であるという観点から、東京商工会議所に特命

する。 

 

⑴ 受託機関を都内中小企業支援機関とすべき理由 

本事業は上記主旨から、都内中小企業支援機関を構成員とする最高意思決定機関

としての実行委員会及び実務責任者機関としての幹事会を組織している。実行委員

会及び幹事会の効果的・効率的な運営にあたっては、当該組織体の構成員である都

内中小企業支援機関が事務局を担うことが必要である。 

また、事務局が担うべき業務としてプロジェクトの推進体制の整備等が挙げられ

るが、当該業務には都内中小企業の直面する課題を的確に把握し、企業の声を反映

することが肝要である。その点、都内中小企業支援機関は長年にわたり数多くの都

内中小企業を支援してきた実績があり、本事業の受託機関として適格である。 

 

(2) 受託機関を東京商工会議所とすべき理由 

東京商工会議所は本事業の前身事業である「中小企業活力向上プロジェクト」（平

成２８年度～平成３０年度）や「中小企業活力向上プロジェクトネクスト」（平成

３１年度～令和３年度）、「中小企業活力向上プロジェクトアドバンス」（令和４年

度～令和６年度）、「中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス」（令和７年

度）において、長期にわたり事務局を担ってきた。また、その中で都内中小企業支

援機関の中心として各支援機関と連携を執りながら、事業の的確な進捗管理及び成

果発信等に貢献してきた実績がある。 

さらには、当該機関は他商工会議所及び他支援機関と比較して人的リソース（経

営指導員等）が潤沢であり、都内中小企業支援機関の中でも、当該事業の事業執行

部分と後方支援部分の両方を高い水準で一体的に担える唯一の組織である。 
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           「中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会」 

 

データ収集・チェック・登録仕様書 
 

 

件 名 

 

 
２０２６年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業 

経営分析登録診断士データ収集・チェック・登録 
 

委 託 期 間 契約の日から 2027 年 3 月 1 日 

委託内容 

① 一般社団法人東京都中小企業診断士協会に所属する中小企業診断士

に対し、「中小企業診断士登録申請書」を配布し、経営分析業務へ

の登録希望有無や指導実績等の記載を依頼する。 
② 一般社団法人東京都中小企業診断士協会が持つ会員データベー

スを参照のうえ、「中小企業診断士登録申請書」に記載されてい

る内容について精査を行う。 
③ 「中小企業診断士登録申請書」の情報を実行委員会指定の所定フ

ォームへ登録のうえ、実行委員会宛に提出する。 

 

 

規 格 

 

 

 
数 量 ：200 件（予定） 

 
 

Microsoft Excel へのデータ入力 
 

 

納 期 

 

① 2026 年 6 月 30 日 
② 2026 年 9 月 30 日 
③ 2026 年 12 月 28 日 
④ 2027 年 3 月 1 日 

 

納 入 方 法 

 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会へ電子媒体で

納品する。 

 

備 考 

但し、四半期毎（6 月、9 月、12 月末日及び、3 月 1 日締め）の実

績（登録件数）に応じて、1 件/1,320 円（消費税込み）で精算する

ものとする。 
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特命随意契約理由書 

件 名 
２０２６年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラ
ス事業 経営分析登録診断士データ収集・チェック・登録 

採 用 者 氏 名 ・ 住 所 
氏 名 一般社団法人東京都中小企業診断士協会 
住 所 東京都中央区銀座 2-10-18 

特 命 理 由 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業（以下
「中小企業活力向上事業」という。）では、都内中小企業等の底
力向上と将来の成長を後押しするため、都内の中小企業支援機関
が総力を挙げて、都内中小企業の抱える経営課題の解決を支援し
ている。 

この度、中小企業活力向上事業の実施にあたり、経営分析の際
の中小事業所への派遣を希望する中小企業診断士のプロフィー
ルデータ（氏名、専門分野、指導実績等）の収集・チェック・登
録を行う。 

本業務の遂行にあたっては、多数の中小企業診断士の情報を収
集する必要があり、中小企業診断士との豊富なネットワークを有
していることが求められる。 

同協会は約 5,000 名の中小企業診断士を会員とする団体であ
り、広く中小企業診断士に本プロジェクト経営分析実務への登録
希望の有無を確認した上で、プロフィールデータの収集・チェッ
ク・登録を実施することができる都内で唯一の団体である。 

さらに、当事業の前身事業の実施時から、経営診断の実務を担
当する中小企業診断士のプロフィールデータ（氏名、専門分野、
指導実績等）の登録・チェック業務を良好に実施した実績もある。 

以上のことから、本業務を遂行できるのは、一般社団法人東京
都中小企業診断士協会をおいて他に存在しないため、同協会を契
約の相手方として特命する。 
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事務局業務に係る専門的見地からの 

アドバイザリー業務委託 

仕様書 
 

品 名 

 

2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務

局業務に係る専門的見地からのアドバイザリー業務委託 

 

委 託 期 間 

 

 

2026 年 4月 1 日から 2027 年 3月 31 日 

 

 

 

 

委 託 内 容 

 

 

 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業運営に係る以下

業務について専門的見地からのアドバイザリー業務および事務業務を

委託する。 

 

（１）「中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス」事業で使用

する各種ツール改訂に関するアドバイス業務 

（２）「中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス」事業の利用

者に対する情報発信に関するアドバイス業務 

（３）「中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス」事業の従事

者に対する研修業務 

（４）「中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス」事業に関す

る調査及びデータ集計分析業務 

（５）「中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス」事業全般に

関する事務業務 

 

 

報 告 

 

・月１回以上、事業進捗に関する報告を対面形式で行うこと 

・委託期間終了後、翌営業日に所定の様式を用いて業務完了に係る報告

を行うこと 

 

 

そ の 他 
 

【参考・過年度実績】 
２０２３年度 １，６８０時間（２４０日×７時間） 
２０２４年度 １，６８０時間（２４０日×７時間） 
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特 命 随 意 契 約 理 由 書  

 

件名 ２０２６年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局業務に係

る専門的見地からのアドバイザリー業務委託 
 

採用者氏

名・住所 
氏 名 一般社団法人東京都中小企業診断士協会 

住 所 東京都中央区銀座2-10-18 
 

特 命 理 由 

 

 
 

 

 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業が円滑に実施できるよう、

「中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会」を設置し、事務局運営業

務（以下「事務局運営業務」という。）を行っている。 

 

事務局運営業務は、プロジェクトの推進体制の整備、広報・PR、進捗管理・成果

普及等を実施しており、具体的には各支援機関の中小企業支援に必要となる経営分

析チェックシートやハンドブックなどの整備、支援者向けの説明会の実施、ホーム

ページ等による情報発信、調査及び事業データの集計・分析等を行っている。 

 

この多岐にわたる専門業務を一体的に実施し、効果的に行うためには、中小企業

の経営課題を熟知した専門家からのアドバイスを受けることが必要であり、加え

て、様々な課題にも対応できる専門性と組織力が必要不可欠である。 

 

一般社団法人東京都中小企業診断士協会は、約5,000名の中小企業診断士を会員

として統括する全国最大規模の職能団体であり、中小企業の様々な課題解決に必要

な専門性を有する人材を適切に選定することができ、安定的に確保・配置する仕組

みを有している都内唯一の団体である。 

 

また、同協会は事業開始当初よりその専門性を活かしたアドバイス実績があり、

事業の趣旨、成果や、これまでの改善点などを把握していることから、事業成果を

高めるための運営方法や、アドバイスを行うことが可能となる。 

 

以上のとおり、一般社団法人東京都中小企業診断士協会は、本事務局運営業務に

求められる専門性、体制の継続性、事業理解の蓄積を総合的に備えており、本業務

を円滑かつ高い水準で遂行し得る団体は同協会をおいて他に存在しないため、上記

事業者を契約の相手方に特命する。 
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 2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業に

関する分析報告書等のデータ入力業務委託（単価契約） 

仕様書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会 
事務局 
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1．件名 
 2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業に関する分析報告書等のデータ入力
業務委託（単価契約） 
 
2．概要 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業の中核となる「経営分析」の際に使用・作成され
る、紙媒体に記載された「中小企業活力向上チェックシート」及び「経営分析報告書」の内容を、集計・
分析用の電子データに変換するため、データ入力業務をおこなう。入力データは、支援事例集や事業報告
書等の作成、及び事業成果の検証を行う際などの基礎データとして活用するため、入力したデータ、重複
企業のスクリーニングを行う。 
 
3．契約期間 

2026 年 7 月 1 日（水）から 2027 年 3 月 31 日(水)まで 
 
4．履行場所  

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会が指定する場所 
 
5．委託業務 
(1) 業務内容 

本業務は、中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業における基幹業務の推進を支えるも
のであり、その特性上、高度な正確性、機密保持、および厳格なプロジェクト管理が要求される。受託者
は、下記に定める各業務を、委託者の要求水準を充足する形で遂行しなければならない。 
(ア) データ入力および構造化業務: 提供される紙媒体（「中小企業活力向上チェックシート」及び「経営

分析報告書」）に記載された非定形データおよび定形データを、委託者が別途指定するデータ構造
（例：Microsoft Excel、CSV 等）に基づき、電子的形式へ正確かつ迅速に変換する。この際、単な
る転記に留まらず、記載内容の文脈を正確に把握し、適切な項目へのマッピングを行うこと。特に、
自由記述欄等に含まれる非構造化データについても、必要に応じて構造化されたデータとして抽出・
整理すること。 

(イ) データ品質保証および検証業務（ダブルチェック体制）: 入力されたデータは、その後の集計・分析
の基礎となるため、絶対的な正確性が不可欠である。このため、受託者は、以下の多層的な品質保証
体制を構築し、本業務に適用すること。 

(ウ) 一次入力者による検証: 各入力担当者は、自身の入力作業完了後、入力内容と原紙の内容を照合し、
初期段階での誤謬を排除すること。 

(エ) 二次検証（ダブルチェック）: 一次入力者とは異なる独立した担当者が、入力データ全体に対し、原
紙との厳密な突き合わせによる照合作業を実施する。特に、数値データ、固有名詞、業種コード等の
キーデータに関しては、全件照合を徹底すること。 

(オ) 論理チェックおよび整合性検証: 入力されたデータ間における論理的な矛盾や整合性の欠如がない
か、予め定められたルールに基づきシステム的、または目視によるチェックを実施する。例えば、特
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定の選択肢が排他的である場合や、数値範囲が限定されている場合等について検証を行う。 上記ダ
ブルチェック体制は、その実施記録および是正履歴を明確に文書化し、委託者が確認可能な状態を
維持すること。 

(カ) データ加工およびクリーニング業務（重複排除・業種判断の正確性確保）: 入力データが支援事例集
や事業報告書等の作成、事業成果の検証に活用されることを鑑み、単なるデータ入力に加えて、高度
なデータ加工およびクリーニング作業を行うこと。 

(キ) 重複企業のスクリーニング: 過去からの登録情報データベース（委託者より提供）と照合し、同名の
企業であっても実態が異なる企業であるか、あるいは過去に登録済みの企業であるかを判断し、重
複するデータを効率的かつ正確に排除するプロセスを確立すること。この際、企業名表記の揺れ、法
人格の有無、所在地情報等を総合的に判断すること。 

(ク) 業種判断の正確性確保: 「中小企業活力向上チェックシート」に記載される事業内容等に基づき、日
本標準産業分類等の一般的な分類体系に則り、当該企業の業種を正確に判断し、適切な業種コード
を付与すること。特に、サービス業や複合事業を行う企業など、判断が困難なケースにおいては、一
般的な業界知識と日本語による記載内容の深い理解に基づき、適切な業種判断を行うこと。 

(ケ) プロジェクト管理および進捗報告: 本業務の円滑な遂行を保証するため、受託者は、以下の事項を遵
守し、専門的なプロジェクト管理体制を構築すること。 

(コ) プロジェクト管理者の選定: 本業務の開始にあたり、受託者内部に、本業務全体を統括し、委託者と
の主要な窓口となるプロジェクト管理者を一名選定すること。当該プロジェクト管理者は、本仕様
書の内容を深く理解し、データ入力、品質保証、データ加工、セキュリティ管理、および納期遵守に
関する全責任を負うものとする。 

(サ) 作業計画および進捗管理: 精緻な作業計画を策定し、進捗状況を定期的に（週次または月次等、委託
者と協議の上決定）委託者に報告すること。進捗報告には、作業完了件数、残件数、品質状況（エラ
ー発生率等）、課題、および今後の対応計画を含めること。 

(シ) 年間複数回納品体制: 本業務は、年間を通じて複数回（例：四半期ごと、計 4 回）に分けてデータの
入力および検証作業を実施し、中間報告および中間納品を行うものとする。具体的な納品回数およ
びスケジュールは、契約締結後、委託者と協議の上、別途定める。最終納品は契約期間内に完了させ
ること。 

(ス) 情報セキュリティ管理体制: 本業務において取り扱うデータには、中小企業の経営情報や個人情報
が含まれるため、これらを機密情報として認識し、最高水準の情報セキュリティ体制を構築・維持す
ること。 

(セ) 物理的セキュリティ: 作業場所への入退室管理、書類の施錠保管、作業エリアへの第三者の立ち入り
制限等、物理的なセキュリティ対策を徹底すること。 

(ソ) 論理的セキュリティ: データへのアクセス権限管理（最小権限の原則）、パスワードポリシーの徹底、
不正アクセス対策（ファイアウォール、IDS/IPS 等）、ウイルス対策ソフトウェアの導入および最新
状態の維持、暗号化通信の利用（データ転送時）等、情報システムにおけるセキュリティ対策を講じ
ること。 

(タ) 人的セキュリティ: 従業者に対する定期的な情報セキュリティ教育・研修の実施、秘密保持契約の締
結、および内部規程の整備・周知を徹底すること。 
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(チ) データ破棄: 委託期間終了後、委託者から返還指示のあったデータおよびその複製物については、完
全消去、物理的破壊等の手段により、復元不可能な方法で破棄すること。 受託者は、これらのセキ
ュリティ体制に関する詳細を文書化し、委託者の求めに応じて提出すること。 

(2) 納品データの仕様 
(ア) 形式: Microsoft Excel 形式を原則とするが、その他、委託者が指定するデータ形式（例：CSV、特定

のデータベース形式等）にも柔軟に対応すること。 
(イ) 構造: 各チェックシートおよび報告書の内容を正確に反映し、集計・分析が容易な形式で整理されて

いること。データ項目、データ型、入力規則等については、委託者と協議の上、別途定義書を作成
し、これに準拠すること。 

(ウ) 予定数量: 中小企業活力向上チェックシート入力件数 1,700 件 
経営分析報告書入力件数 1,700 件 

(エ) 品質基準: 入力エラー率 0.01%以下（別途定義）、重複データ排除率 100%、業種判断の正確性 99%
以上（別途定義）を目標とする。 

(3) 納品条件 
(ア) 納品データは、入力漏れや誤りのない状態で、上記品質基準を充足していること。 
(イ) データは、委託者が指定する電子媒体（例：暗号化された USB メモリ、セキュアなファイル転送サ

ービス等）または委託者が指定するクラウドストレージを通じて納品すること。 
(ウ) 納期は、年間複数回の中間納品および最終納品を含め、契約締結後、委託者と協議の上確定したスケ

ジュールを厳守することが必須である。各納品時には、納品データと合わせて、品質保証報告書、進
捗報告書、および特記事項等を提出すること。 

(エ) 納品後、委託者による一定期間の確認期間を設けるものとし、当該期間内に発見された不備につい
ては、受託者の責任と費用負担において速やかに修正・再納品を行うこと。 

 
6．請求方法  
(1)業務完了後、委託者に請求すること。なお、適格請求書発行事業者は、登録通知書の写し又は国税庁

適格請求書発行事業者公表サイトの写しを提出すること。 
(2)業務終了後、速やかに別紙 1「委託業務完了届」を委託者に提出し、履行の確認を受けること。  
 
7．業務履行における遵守事項及び留意点 
(1)業務の背景及び目的を十分理解し、本業務の履行にあたること。 
(2)受託者は、無理のないスケジュールを立案の上、適切な進行管理を行い、業務を確実に執行すること。 
(3)契約締結後、速やかに委託者と打合せを行うこと。日時等は委託者から指示し、受託者と調整の上、

決定する。 
(4)本業務の履行に当たっては、委託者と十分な調整を行うこととし、委託内容に疑義が生じた場合、直

ちに委託者と協議すること。  
(5)本業務の履行に伴い発生する成果物等に係る全ての権利は、当実行委員会に帰属する。 
(6)本業務に関するデータ類の管理は、善管注意義務を負い、委託者が認める場合を除き、目的外の使用、

提供、複写及び複製をしてはならない。また、委託が終了した後は、これらを速やかに返還し、また、
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複写及び複製したものについても、その内容が判読不能な状態となるような処理を施した上で、廃棄処
分しなければならない。 

(7)受託者は、委託事項の実施に際し、関連する法令等を遵守しなければならない。 
 
8．知的財産権、使用権等について 
(1)本業務に伴い発生した一切の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は委託

者に帰属するものとし、受託者は著作者人格権を行使しないこと。ただし、あらかじめ委託者の承諾を
得た場合はこの限りではない。 

(2)本業務を履行するに当たり、第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、受託者は当該著作物
の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係わる一切の手続を行うこと。 

(3)納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者
の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理すること。 
 
9．秘密の保持 
(1)受託者は、本契約締結の事実並びに本契約の諸条件に従った業務の遂行、その他契約上の債務の履行

に関して委託者から受領し、又は、その他の方法により知り得た一切の事実又は情報について、委託者
が事実を承諾しない限り、何人に対してもその内容を一切公開せず、また開示もしないこと。 

(2)受託者は、業務遂行を通じ知り得た一切の事実又は情報を、本契約以外の目的には使用しないこと。
ただし、その事実又は情報を既に適法に知っていたか、若しくは公知の事実となったもの、又は法令の
適用により若しくは官公署、裁判出頭命令、指導、通達等により提出する事実については、この限りで
はない。 

(3)受託者が秘密保持義務に違反し、委託者が損害を被った場合、受託者は、その損害の補償をすること。
なお、契約終了後においても同様とする。 

 
10．再委託の取扱い 
(1)受託者は、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。但し、委託者が書

面により承諾をした場合に限り、受託者は本件業務の再委託をすることができる。 
(2)この仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託

者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。 
 
11．損害賠償責任  

受託者は、業務の履行に当たり、故意又は過失により、委託者又は第三者に損害を与えた場合、その損
害賠償責任を負うものとする。また、委託者が賠償責任を負った場合でも、受託者の責任も認められた場
合には、委託者は受託者に対し求償権を行使することができるものとする。 
 
12．その他 

本仕様書に定めのない事項は、必要の都度、委託者と受託者で協議するものとする。 
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13．担当部署  
中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局（東京商工会議所内） 
〒100-0005 
東京都千代田区丸の内３−２−２丸の内二重橋ビル４F 
電 話 03-3283-7388 
 

以上 
 



 
 

別紙１ 
 

委託業務完了届 

令和 年 月 日 
東京商工会議所 
「中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会」 御中 
 
 

受託者 
法人の場合は

名称及び 
代表者氏名 

住所 
 
 

氏名 
 

 
 
下記の委託業務を本日完了したので届け出ます。 
 

（委託）件名 
 

契約番号  

請求合計金額 金    円（税込） 

 
 
 

確認・検査 
年月日 

     年  月  日 
担当者氏名

及び印 
 印 

 
備考 ： 印刷物作成時の納品書等、委託業務の完了を示す書類をもって本書類に代えることができる。 

資料３－２－８ 



2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業に関
する分析報告書等のデータ入力業務委託（単価契約） 

募集要領 

 
1 契約番号 

08-001(競争入札) 
 
2 応募要件 

データ入力業務実施実績があり、東京都における 2026 年度物品買入れ等競争入札参加資格を有し、営
業種目 121「情報処理業務」の「Ｃ」に格付けされていること。 
 
3 件名 

 2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業に関する分析報告書等のデータ入
力業務委託（単価契約） 
 
4 履行場所 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会が指定する場所 
 
5 概要 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業の中核となる「経営分析」の際に使用・作成され
る、紙媒体に記載された「中小企業活力向上チェックシート」及び「経営分析報告書」の内容を、集計・
分析用の電子データに変換するため、データ入力業務を行う。入力データは、支援事例集や事業報告書等
の作成、及び事業成果の検証を行う際などの基礎データとして活用するため、入力したデータ、重複企業
のスクリーニングを行う。 

 
6 履行期間 

2026 年 7 月 1 日（水）から 2027 年 3 月 31 日（水）まで 
 
7 契約方法 

希望制指名競争入札 
 
8 開札予定日 

2026 年 3 月 11 日(水)16 時頃 
 
9 希望申請期間 

2026 年 2 月 16 日(月)14 時から 2026 年 2 月 19 日(木)14 時まで 

資料３−２−９ 



 
10 希望申請方法 

希望申請する者は、以下の書類を次のとおり電子メールで提出すること。 
 ・様式 1「希望票」 

・様式 2「経営状況・契約実績確認票」 
・競争入札参加資格者であることを証明する書類 
 

・希望票提出先 
東京都産業労働局商工部地域産業振興課 
メールアドレス： S0000482@section.metro.tokyo.jp 
件名：2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業に関する分析報告書等のデー
タ入力業務委託（単価契約）（希望票） 

 
11 質問等 

募集要領及び仕様書についての質問は、以下の期間内に受付・回答しますので、様式 3「質問票」によ
り、メールで送付してください。なお、口頭での質問は一切受け付けません。 
(1)質問期間 

指名通知のあった日から 2026 年 3 月 5 日(木)18 時まで 
(2)質問方法 

様式 3「質問票」に質問事項を記入した上、次のとおり電子メールで提出すること。また、メールを送
付した旨を電話連絡してください。 

 
・質問票提出先 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局 
メールアドレス：info@keieiryoku.jp 
件名：2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業に関する分析報告書等のデー
タ入力業務委託（単価契約）（質問票） 

(3)回答方法 
メールにて、全ての指名通知者に回答を公表します。なお、全ての指名通知者から質問がない場合は回

答しませんので、予めご了承ください。 
(4)回答日 

2026 年 3 月 6 日(金)正午まで（予定） 
 
12 入札 
(1)入札方法 

様式４「入札書」および様式５「見積内訳書」に必要事項を記載し、パスワードを設定の上、以下提出
先にメールにて提出してください。 

 

mailto:S0000482@section.metro.tokyo.jp
mailto:info@keieiryoku.jp


 ・入札書提出先 
中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局 
メールアドレス：info@keieiryoku.jp 
件名：2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業に関する分析報告書等のデー
タ入力業務委託（単価契約）（入札書）  

 
(2)入札期間 

質問回答後から 2026 年 3 月 10 日（火）14 時まで 
(3)留意事項 
 ・入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 自己の

見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入力してください。 
 ・落札決定に当たっては入札金額に 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額（この金額に１ 円未

満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。）をもって落札価格とします。 
(4)入札の辞退 

指名通知後に入札を辞退する場合は、様式 6「辞退届」を 2026 年 3 月 6 日（金）正午までに提出して
ください。 
 

・辞退届提出先 
中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局 
メールアドレス：info@keieiryoku.jp 
件名：2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業に関する分析報告書等のデー
タ入力業務委託（単価契約）（辞退届）  

 
13 その他 
(1)別紙仕様書等を確認の上、希望申請届を提出してください。 
(2)複数会社による共同企業体で希望申請届を提出することも可能です。その際は、共同企業体に参画す

るいずれかの会社が、応募要件に記載した業務実績を有することが必要になります。 
(3)契約方法は希望制指名競争入札です。指名業者の選定については、応募要件該当性などから、中小企

業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会業者等選定委員会において決定します。 
(4)指名等通知は、2026 年 3 月 2 日(月)に行う予定です。なお、希望申請届の提出があっても、必ずしも

指名されるとは限りません。 
 
 
 

mailto:info@keieiryoku.jp
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【様式１】 

希  望  票 
中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局 御中 

 令和 年  月  日 

整理番号 08-001 件名 
2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業に関

する分析報告書等のデータ入力業務委託（単価契約） 

 

商号又は名称（ふりがな） 

ふりがな                                                

  

                                              

代表者役職・氏名                                                 

本店所在地 

（〒             ） 

 

 

申
込
担
当
者
連
絡
先 

〔部署名〕   

〔担当者氏名〕   

〔所在地〕 

（〒             ） ※本社所在地と同じ場合は省略可 

 

 

〔電話番号〕 
 

  

（担当者携帯電話

番号） 

（緊急連絡用） 

 

〔メールアドレス〕  

 

 
  

東京都受付番号   

営業種目   

格付等級・順位   

（代理人） 

代理人を設定している場合は、受付票と同様に記載してください。 

 代理人所在地 

 支店名等 

 代理人名                                        

※希望票の提出があっても、必ずしも指名されるとは限りません。 

※指名通知はメールにて行う予定です。 

↓東京都における令和７・８年度物品買入れ等競争入札参加有資格者情報を記入 

資料３－２－９－１ 



1 会社概要

2 資本金・経営状況

令和 年 月 〜 令和 年 月

3 過去3年間の実績一覧

（本案件の業務内容に類似する官公庁等又は中小企業活力向上プロジェクトに係る実行委員会の案件を記入ください）

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※ 官公庁等とは、国、地方公共団体、独立行政法人、公社その他これに類する法人をいう。
※ 行が足りない場合は、適宜、行を追加してください。

【様式２】

損益計算書

対象事業年度

流動資産

固定資産

流動負債

経営状況・契約実績確認票

（単位：千円）

資本金（申請日現在の登記上の金額）

貸借対照表

資産合計 0

負債＋純資産合計 0

委託者名契約日
（直近のものから）

契約期間 契約件名
契約金額

【税抜き】

（単位：円）

設立年月日

総従業員数（人）

商号又は名称

固定負債

純資産

総売上高【税抜き】

経営状況

負債合計 0
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【様式３】 

質問票 

件名 
2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業

に関する分析報告書等のデータ入力業務委託（単価契約） 

連絡先 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局 

メールアドレス：info@keieiryoku.jp 

＊この質問票はメールにて送付すること 

質問受付期間 指名通知のあった日から令和８年３月５日（木）18 時まで 

質問事項 
*仕様書、募集要領等の
文書名、該当番号、段
落等を記入し、質問事
項を明確にすること。 

 

質問者 
（必ず記入すること） 

会社名： 
担当者所属・氏名： 
電話番号： 
メールアドレス： 
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【様式４】

件名

入札額 ￥ 円【税抜】

円【税込】

上記金額をもって受託するため契約条項を承諾の上、入札いたします。

住 所 

氏名

氏 名                               

入 札 書

(.0)

（法人の場合は名称及び代表者氏名）

 2026年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラ
ス事業に関する分析報告書等のデータ入力業務委託（単価
契約）

令和  年  月  日

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会 事務局長
又は契約担当者 殿

【連絡先】中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局
メール： info@keieiryoku.jp
＊この入札書はメールにて送付すること
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（見積内訳書） 【様式5】

  （Ａ）データ入力費

  想定件数
予定単価

(1件あたり)
予定金額

（件） （円） （円）
チェックシート 1,700 0

経営分析報告書 1,700 0

計 0

(A) 0

(小計の10%) 0

0

消費税及び地方消費税

合計（推定総金額）

2026年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業に関する分析報告書等のデータ入力業務委託（単価契約）

項 目

小計（推定総金額）

【連絡先】中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局
メール： info@keieiryoku.jp
＊この入札書はメールにて送付すること
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【様式６】 

令和 年  月  日 

 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局 御中  

 

 当社は、2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラス事業に関する分

析報告書等のデータ入力業務委託（単価契約）に伴う入札への参加を辞退いたします。 

 

 

     住所 

                                                                             

     名称 

                                                                             

     代表者名                            

                                                                             

     業務責任者部署及び氏名 

                                                                                     

     連絡先電話番号 

                                                                                     

     Ｅ−Ｍａｉｌアドレス 

                                                                             

              【連絡先】 

 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局 

メール：info@keieiryoku.jp 

                   ＊この辞退届はメールにて送付すること 
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２０２６年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会 
 

事務局運営業務に係る事務担当者の派遣契約（単価契約） 
 

 
 
 

仕 様 書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局 
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仕 様 書 
 
１ 件 名 

2026年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局運営業務に係る事務担

当者の派遣契約（単価契約） 

 
２ 目 的 

派遣元事業主（以下「派遣元」という。）は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下｢労働者派遣法｣という｡）及び本契約に

基づき、派遣元の雇用する労働者（以下「派遣労働者」という。）を中小企業活力向上プロジェク

トアドバンス実行委員会（以下「派遣先」という。）に派遣し、派遣先は派遣労働者を指揮命令し

て業務に従事させることを目的とする。 
 

３ 派遣労働者を活用する組織名・組織単位及び所在地 

組織名・組織単位 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会 

 
４ 派遣の種類 

一般事務員 
 
５ 業務内容 

  派遣労働者は、派遣先における下記の業務を行うこと。なお、業務に関して不明な事項に関し 
ては、派遣先指揮命令者又は派遣先指揮命令補助者の指示に従うものとする。 

 
（１）当実行委員会に関する事務 

起案・支出伝票作成等の事務業務や、各種会議・説明会・セミナー開催業務（名簿作成や

資料印刷、受付、謝金支払等）、関係機関や中小企業診断士、事業利用者等への対応業務 

（２）その他、上記に付随・関連する業務 

 
６ 責任の程度 

役職なし（付与される権限なし） 

 

７ 派遣労働者の人員及び就業条件 

（１）人員 

１日につき２名 

（２）派遣期間 

２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日まで 

（３）就業場所 

    中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会が指定する場所 

（４）就業日 

月、火、水、木、金 

ただし、祝休日を除く。 

なお、就業日を変更する場合は、事前協議を行うものとする。 



（５）就業時間 

基本時間 午前９時００分から午後５時００分まで（７時間） 

超過勤務 なし 

（６）休憩時間 

１時間とする。 

時間は原則として、正午から午後１時までとする。 

（７）福利施設の利用等 

ア  給湯室の使用可 

イ  休憩スペース利用可 

（８）安全・衛生 

派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第 44 条から第 47 条の 4 までの規定により課された各

法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生

については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、

派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。 

連続の VDT 作業に常時従事させる場合は、連続作業時間が１時間を越えないようにし、次の

連続までの間に、10～15 分の作業休止時間を設け、かつ、一連作業時間内において、必ず

１～２回程度の小休止を設ける。 

 

８ 予定数量 

  ３，３７４時間（７時間×２４１日×２人） 
 
９ 派遣労働者の条件 

  業務の遂行に必要な能力については、下記のとおりとする。 
（１）事務処理作業の経験を有し、基本的知識を有している者 
（２）ワード・エクセル・パワーポイントによる資料作成・データ入力・グラフ作成等の経験 

が豊富で自力で仕上げるスキルを有している者 
（３）社会人としての基礎知識を有し、服務規律、職場ルールを遵守できる者 
（４）職員と協調し、かつ責任を持って職務を遂行できる者 
（５）本契約における派遣労働者は、無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上の者に限定しない。 
（６）離職後１年以内の元労働者を派遣労働者として受け入れることの禁止 

上記資格要件の全てを満たす場合であっても、60 歳以上の定年退職者を除き、受け入れよ

うとする派遣労働者が派遣先（当実行委員会の事務局を受託した者）を離職した者 
（常勤職員だけでなく、非常勤職員や臨時職員など直接雇用した労働者全てが対象）で 
あるときは、当該離職の日から起算して１年を経過する日までの間は、当該派遣労働者の受入

れを認めない。 
 
１０ 指揮命令者等 

   業務指揮命令者等は、下記のとおりとする。 

（１）指揮命令者 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局長 

（２）指揮命令補助者 



中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局員 

なお、具体的氏名については契約時に定める。 

 
１１ 責任者の選任及び苦情申出先 

 （１） 派遣先責任者及び苦情申出先は、中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委

員会事務局長とする。 

派遣先責任者補助者は、中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局

員とする。 

なお、具体的氏名及び連絡方法については契約時に定める。 

（２） 派遣元責任者及び苦情申出先の氏名、部署、役職及び電話番号は、契約時に定める。 

 

１２ 苦情処理方法、連携体制等 

（１） 派遣元苦情申出先が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡すること

とし、当該派遣元責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切

かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することと

する。 

（２） 派遣先苦情申出先が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡すること 

とし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切

かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することと

する。 

（３） 派遣先及び派遣元事業主は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他

は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ること

とする。 

 
１３ 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 

（１） 労働者派遣契約の解除の事前申し入れ 

派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の

解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることとする。また、あらかじめ相当の期

間を持って派遣元に解除の申し入れを行うこととする。 

（２） 就業機会の確保 

派遣元及び派遣先は、本契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由に    

よらない本契約の解除を行った場合には、本契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保

を図ることとする。 

  （３） 損害賠償等に係る適切な措置 

派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する

前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、当該労働者派遣契約の解除に伴い

派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させることを余儀なくされた

ことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、派遣元事業

主がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申

入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより派遣元事業主が解雇の予告



をしないときは 30 日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が 30 日に満たない 

ときは当該解雇の日の 30 日前の前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に

相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならない。その他派遣先は派

遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講じることとする。また、派遣

元事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣

先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 

（４） 労働者派遣契約の解除の理由の明示 

派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おう

とする場合であって、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を

行った理由を派遣元事業主に対し明らかにすることとする。 

 
１４ 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別 

協定対象派遣労働者に限定しない。 

 

１５ 派遣元の責務 

（１）労働基準法、最低賃金法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等

に関する法律及び同法施行規則、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針など、関係

法令等を遵守すること。 

（２）派遣労働者が労働保険・社会保険の加入要件を満たす場合は、必ず加入すること。 

（３）派遣労働者が有給休暇取得、その他の理由で出勤できない場合は、事前に派遣先 

責任者に書面（様式１）により連絡すること。その場合は、原則代替要員を派遣す

ること。 

（４）派遣労働者の氏名、労働保険・社会保険の加入状況、その他「労働者派遣事業の適正な

運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」及び同法施行規則に定める事項を派遣

先に通知する。 

 

１６  業務の報告等 

作業時間履行の確認書及び様式については、下記のとおりとする。 

（１）派遣先責任者は、各勤務日における就業に関する作業時間履行確認書（様式２）を作成

し、当該月分を取りまとめた上、速やかに派遣元責任者に通知するものとする。 

（２）派遣元責任者は、当該月の業務に関する報告書（様式３）を作成し、翌月の 10 日まで

に派遣先責任者に提出するものとする。 

（３）上記様式２、３の項目が網羅されている派遣労働者作成のタイムシート等がある場合 

は、派遣元責任者がこれを確認することにより、上記（１）の通知について、省略するも

のとする。 

 

１７  職場見学 

派遣先は、契約締結後、派遣元が派遣を予定している者から職場見学の希望があった

場合は、便宜を図るものとし、苦情処理体制や就業環境について説明することができ

る。 

 

１８ 守秘義務の遵守 



（１） 派遣元及び派遣労働者は、本契約業務の遂行において知り得た当実行委員会の秘密を

漏洩し、又は利用してはならない。本契約期間終了後も同様とする。 

（２） 派遣元及び派遣労働者は、本契約の遂行において知り得た個人情報を漏洩し、又は利

用してはならない。個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成 

15年法律第 57 号）を遵守すること。本契約期間終了後も同様とする。 

 

１９ 派遣労働者の交代 

派遣労働者が就業に当たり、遵守すべき業務処理方法、派遣先の指揮命令者の指揮命令

に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く本契約の目的を達しない場合、派遣先

は派遣元にその理由を示し、派遣労働者の交代を要請することができる。  
 
２０  派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 

労働者派遣契約の期間中又は派遣契約期間終了直後に、当該派遣労働者を派遣先が直接 

雇用する場合には、派遣元と派遣先の間において別途協議を行うものとする。 

 

２１ 支払方法 

各月ごとの後払いとする。なお、月ごとの請求金額の算出において、算出途中及び算

出結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、１円未満の端数は切り捨てるものとする。 

 

２２ その他 

本仕様書に定めのない事項に関しては、別途協議の上決定する。 
 

２３ 担当部署 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局（東京商工会議所内） 

電話 03-3283-7388 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

  
１ 指揮命令者等 

 役職 氏名 連絡先 

指揮命令者 
中小企業活力向上プロジ

ェクトアドバンス実行委

員会事務局長 
   

指揮命令補助者 
中小企業活力向上プロジ

ェクトアドバンス実行委

員会事務局員 
   

 
２ 派遣先及び派遣元責任者等 

（１） 派遣先責任者 
 役職 氏名 連絡先 

派遣先責任者 
中小企業活力向上プロジ

ェクトアドバンス実行委

員会事務局長 
  

派遣先補助責任者 
中小企業活力向上プロジ

ェクトアドバンス実行委

員会事務局員 

  

 
（２） 派遣元責任者 
 役職 氏名 連絡先 

派遣元責任者    

 
 

３ 派遣先及び派遣元苦情申出先等 
（１） 派遣先苦情申出先 
 役職 氏名 連絡先 

派遣先苦情申出先 
中小企業活力向上プロジ

ェクトアドバンス実行委

員会事務局長 
  

派遣先苦情申出先補助者 

中小企業活力向上プロジ

ェクトアドバンス実行委

員会事務局員 
  

 
 
（２） 派遣元苦情申出先 
 役職 氏名 連絡先 

派遣元苦情申出先    
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 なお、上記１から３に定める事項について変更等が生じた場合は、派遣先及び派遣元の双方が

書面により通知する。 
 



（様式１） 

 
 
 
 
 

令和  年    月    日 
 
 

休    暇    届 
（指揮命令者） 
 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス 
  実行委員会事務局長 殿 
 
                                                 （派遣労働者） 
 
                                                                              印 
 
 
  下記のとおり休暇を取得したく、お届けいたします。 
 

記 
 
休暇取得日             （自）令和      年      月      日 
                                                  時      分から 
                       （至）令和      年      月      日 
                                                  時      分まで 
 
                             計          日      時間      分 
 
                                                                          
 
 

指揮命令者 
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（様式２） 

令和  年  月  日 
（派遣元管理者） 
 

様 
           （派遣先責任者）       

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス   
実行委員会事務局長 印 

 
作業時間履行確認書（  月分） 
 

件名 2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局運営業務に係 
る事務担当者の派遣契約（単価契約） 

 
標記契約の就業状況について、下記のとおり通知します。 
 

記 
1 派遣労働者名： 
 
2 就業状況 

就業日 就業時間 休憩時間 

月  日（ ）   ～   ～ 

月  日（ ）     ～   ～ 

月  日（ ） ～   ～ 

月  日（ ） ～ ～ 

月  日（ ） ～ ～ 

月  日（ ） ～ ～ 

月  日（ ） ～ ～ 

月  日（ ） ～ ～ 

月  日（ ） ～ ～ 

月  日（ ） ～ ～ 

月  日（ ） ～ ～ 

月  日（ ） ～ ～ 

月  日（ ） ～ ～ 

月  日（ ） ～ ～ 

月  日（ ） ～ ～ 

月  日（ ） ～ ～ 

月  日（ ） ～ ～ 
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（様式３） 

令和  年  月  日 
（派遣先責任者） 
中小企業活力向上プロジェクトアドバンス 
実行委員会事務局長 殿 

（派遣元責任者）   
印 

業務実施報告書（  月分） 
 

件名 2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局運営業務に 
係る事務担当者の派遣契約（単価契約） 

場所  中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会 
期間  令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 
標記契約について、下記のとおり実施したので、報告します。 
 

記 
 
１ 履行内容 
（１）派遣労働者名 
（２）業務総日数 
（３）業務時間数 

派遣料金項目 日数 延べ時間数 派遣料金対象時間数 

1日の実働時間が7時間00分までの時間 日 時間  分 時間    分 

1日の実働時間が7時間00分を超える時間 日 時間  分 時間    分 

深夜労働時間 日 時間  分 時間    分 

休日労働時間 日 時間  分 時間    分 

 
２ その他事項 
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2026 年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会 

事務局運営業務に係る事務担当者の派遣契約 

募集要領 

 
1 契約番号 

08-002(競争入札) 
 
2 応募要件 

労働者派遣の実施実績を有し、東京都における 2026 年度物品買入れ等競争入札参加資格を有し、営業 
種目 132「労働者派遣」の「A」又は「B」に格付けされていること。 
 
3 件名 

 2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局運営業務に係る事務担当者の
派遣契約 
 
4 履行場所 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会が指定する場所 
 
5 概要 

当実行委員会における電話対応や事業進捗管理、データ入力・編集等の事務処理等を担当してもらうため、
派遣労働者を業務に従事させるもの。 

 
6 履行期間 

2026 年 4 月 1 日（水）から 2027 年 3 月 31 日（水）まで 
 
7 契約方法 

希望制指名競争入札 
 
8 開札予定日 

2026 年 3 月 11 日(水)16 時頃 
 
9 希望申請期間 

2026 年 2 月 16 日(月)14 時から 2026 年 2 月 19 日(木)14 時まで 
 

10 希望申請方法 
希望申請する者は、以下の書類を次のとおり電子メールで提出すること。 
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 ・様式 1「希望票」 
・様式 2「経営状況・契約実績確認票」 
・競争入札参加資格者であることを証明する書類 

・希望票提出先 
東京都産業労働局商工部地域産業振興課 
メールアドレス： S0000482@section.metro.tokyo.jp 
件名：2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局運営業務に係る事務担
当者の派遣契約（希望票） 

 
11 質問等 

募集要領及び仕様書についての質問は、以下の期間内に受付・回答しますので、様式 3「質問票」によ
り、メールで送付してください。なお、口頭での質問は一切受け付けません。 
(1)質問期間 

指名通知のあった日から 2026 年 3 月 5 日(木)18 時まで 
(2)質問方法 

様式 3「質問票」に質問事項を記入した上、次のとおり電子メールで提出すること。また、メールを送
付した旨を電話連絡してください。 
・質問票提出先 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局 
メールアドレス：info@keieiryoku.jp 
件名：2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局運営業務に係る事務担
当者の派遣契約（質問票） 

(3)回答方法 
メールにて、全ての指名通知者に回答を公表します。なお、全ての指名通知者から質問がない場合は回

答しませんので、予めご了承ください。 
(4)回答日 

2026 年 3 月 6 日(金)正午まで（予定） 
 
12 入札 
(1)入札方法 

様式４「入札書」に必要事項を記載し、パスワードを設定の上、以下提出先にメールにて提出してくだ
さい。 
 ・入札書提出先 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局 
メールアドレス：info@keieiryoku.jp 
件名：2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局運営業務に係る事務担
当者の派遣契約（入札書）  
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(2)入札期間 
質問回答後から 2026 年 3 月 10 日（火）14 時まで 

(3)留意事項 
 ・入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 自己の

見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入力してください。 
 ・落札決定に当たっては入札金額に 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額（この金額に１ 円未

満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。）をもって落札価格とします。 
(4)入札の辞退 

指名通知後に入札を辞退する場合は、様式５「辞退届」を 2026 年 3 月 6 日（金）正午までに提出して
ください。 

・辞退届提出先 
中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局 
メールアドレス：info@keieiryoku.jp 
件名：2026 年度 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局運営業務に係る事務担当
者の派遣契約（辞退届）  

 
13 その他 
(1)別紙仕様書等を確認の上、希望申請届を提出してください。 
(2)複数会社による共同企業体で希望申請届を提出することも可能です。その際は、共同企業体に参画す

るいずれかの会社が、応募要件に記載した業務実績を有することが必要になります。 
(3)契約方法は希望制指名競争入札です。指名業者の選定については、応募要件該当性などから、中小企

業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会業者等選定委員会において決定します。 
(4)指名等通知は、2026 年 3 月 2 日(月)に行う予定です。なお、希望申請届の提出があっても、必ずしも

指名されるとは限りません。 
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【様式１】 

希  望  票 
中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局 御中 

 令和 年  月  日 

整理番号 08-002 件名 
2026 年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会 

事務局運営業務に係る事務担当者の派遣契約（単価契約） 

 

商号又は名称（ふりがな） 

ふりがな                                                

  

                                              

代表者役職・氏名                                                 

本店所在地 

（〒             ） 

 

 

申
込
担
当
者
連
絡
先 

〔部署名〕   

〔担当者氏名〕   

〔所在地〕 

（〒             ） ※本社所在地と同じ場合は省略可 

 

 

〔電話番号〕 
 

  

（担当者携帯電話

番号） 

（緊急連絡用） 

 

〔メールアドレス〕  

 

 
  

東京都受付番号   

営業種目   

格付等級・順位   

（代理人） 

代理人を設定している場合は、受付票と同様に記載してください。 

 代理人所在地 

 支店名等 

 代理人名                                        

※希望票の提出があっても、必ずしも指名されるとは限りません。 

※指名通知はメールにて行う予定です。 

↓東京都における令和７・８年度物品買入れ等競争入札参加有資格者情報を記入 
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1 会社概要

2 資本金・経営状況

令和 年 月 〜 令和 年 月

3 過去3年間の実績一覧

（本案件の業務内容に類似する官公庁等又は中小企業活力向上プロジェクトに係る実行委員会の案件を記入ください）

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※ 官公庁等とは、国、地方公共団体、独立行政法人、公社その他これに類する法人をいう。
※ 行が足りない場合は、適宜、行を追加してください。

総売上高【税抜き】

経営状況

負債合計 0

（単位：円）

設立年月日

総従業員数（人）

商号又は名称

固定負債

純資産

委託者名契約日
（直近のものから）

契約期間 契約件名
契約金額

【税抜き】

【様式２】

損益計算書

対象事業年度

流動資産

固定資産

流動負債

経営状況・契約実績確認票

（単位：千円）

資本金（申請日現在の登記上の金額）

貸借対照表

資産合計 0

負債＋純資産合計 0
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【様式３】 

質問票 

件名 
2026 年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会 

事務局運営業務に係る事務担当者の派遣契約（単価契約） 

連絡先 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局 

メールアドレス：info@keieiryoku.jp 

＊この質問票はメールにて送付すること 

質問受付期間 指名通知のあった日から令和８年３月５日（木）18 時まで 

質問事項 
*仕様書、募集要領等の
文書名、該当番号、段
落等を記入し、質問事
項を明確にすること。 

 

質問者 
（必ず記入すること） 

会社名： 
担当者所属・氏名： 
電話番号： 
メールアドレス： 
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【様式４】

件名

入札額 ￥ 円【税抜】

円【税込】

上記金額をもって受託するため契約条項を承諾の上、入札いたします。

住 所 

氏名

氏 名                               

入 札 書

(.0)

（法人の場合は名称及び代表者氏名）

2026年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委
員会事務局運営業務に係る事務担当者の派遣契約（単価契
約）

令和  年  月  日

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会 事務局長
又は契約担当者 殿

【連絡先】中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局
メール： info@keieiryoku.jp
＊この入札書はメールにて送付すること

資料３−２−１５−４

mailto:info@keieiryoku.jp


 

 

【様式５】 

令和 年  月  日 

 

中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局 御中  

 

 当社は、2026 年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局運営業

務に係る事務担当者の派遣契約（単価契約）に伴う入札への参加を辞退いたします。 

 

 

     住所 

                                                                             

     名称 

                                                                             

     代表者名                            

                                                                             

     業務責任者部署及び氏名 

                                                                                     

     連絡先電話番号 

                                                                                     

     Ｅ−Ｍａｉｌアドレス 

                                                                             

              【連絡先】 

 中小企業活力向上プロジェクトアドバンス実行委員会事務局 

メール：info@keieiryoku.jp 

                   ＊この辞退届はメールにて送付すること 
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２０２５年度事業の実施状況 

１－１ 経営分析の利用状況（１２月末実績） 

・１２月末時点で１，６２４社の申込、１，４８２社の経営分析を実施 

 （前年度１２月末時点：申込１，３４９社、実施１，２６１社） 

・サービス業（３０．３％）、製造業（２０．７％）、卸売業（１４．３％）の順に申込が

多く、これら上位３業種が全体申込件数の半数近くを占めている。 
※昨年度１２月末時点では、その他サービス業（１９．２％）製造業（１７．７％）、卸売業（１７．０％）の順に

多く、全体の半数以上を占めていた。 

・小規模事業者の分析実施は１，１１１社（６８．４％） 
 

【月別申込企業数】 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2025年度 478 230 216 194 91 113 114 74 107 7 0 0

累計 478 708 924 1118 1209 1322 1436 1510 1617 1624 1624 1624 

【申込企業の業種、規模等（分析実績ベース）】 

製造業 建設業
運輸・情報通

信
卸売業 小売業 飲食業 サービス業 未記入 合計

小規模（5名以下） 156 48 75 148 175 85 397 27 1111

中規模（6～20名） 106 17 34 60 22 21 64 2 326

大規模（21名以上） 74 5 30 25 5 7 31 3 180

合計 336 70 139 233 202 113 492 32 1617 

※従業員規模数等記入されていないデータが含まれているため、合計は全体と一致しない 

１－２ グロースサポートの利用状況（１２月末実績） 

・１２月末時点で７７５社の支援を受け付け進行中（前年度１２月末時点：４６７社） 

・サービス業（３７．７％）、製造業（１８．８％）、小売業（１４．２％）の順に利用が

多い。 

・全体として昨年度より利用企業が多くなっている。（昨年度同月の実績は４６７件） 

・小規模事業者の利用は５７０社（７４．３％） 

・経営課題別でみると、昨年度に引き続き「販売戦略」（６２．６％）が最も多く、次い

で「社内体制整備」（１７．２％）が多い。 

・昨年同様、販売戦略に課題を抱えた企業の利用が多くなっているものと想定される。 

【利用企業の業種、規模等】 

製造業 建設業 運輸・情報通信 卸売業 小売業 飲食業 サービス業 未記入 合計

小規模（5名以下） 79 31 13 48 92 54 252 1 570

中規模（6～20名） 40 12 8 14 14 16 26 0 130

大規模（21名以上） 27 4 7 7 4 4 14 0 67

合計 146 47 28 69 110 74 292 1 767 
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【利用企業の規模、経営課題等（支援実績ベース）】    

創業・新事業展開 事業転換 販売戦略 海外展開 社内体制整備 生産管理 IT活用 資金繰り 事業再生 その他 未記入 合計

小規模（5名以下） 26 2 383 4 77 3 5 11 4 50 0 565

中規模（6～20名） 6 1 72 1 29 0 2 4 1 9 0 125

大規模（21名以上） 1 0 30 2 27 3 0 0 1 3 0 67

合計 33 3 485 7 133 6 7 15 6 62 0 757 

 
 

２ 予算の執行状況（１２月末実績） 

科 目 予算額 支出済額 執行率 備 考 

プロジェクトの推進

体制整備に係る経費 
５３，５９９，６５５ ２０，３６８，６４６  ３８．０％ 

事務局運営委託費、各種会議開催

費、チェックシート・ハンドブック

等作成費、診断士情報登録管理費、

各種説明会開催費 等 

プロジェクトの広報・ 

ＰＲに係る経費 
２２，２０７，３１９  １５，２６２，７４７  ６８．７％ 

ホームページ管理・維持費、ホーム

ページコンテンツ制作費、ＷＥＢセ

キュリティ対策費、チラシ等制作

費、広告掲載費、ＰＲ費用負担金、

セミナー開催経費負担 等 

プロジェクトの進捗

管理・成果普及に係る

経費 

１１，３３０，０００  ２，２７８，００６  ２０．１％ 

分析報告書ＤＢ化、諸会議開催費、

支援イメージ動画制作費、支援モデ

ル報告書制作費、事業報告会開催経

費、利用者アンケート 等 

合 計 ８７，１３６，９７４  ３７，９０９，３９９  ４３．５％  

 
 

３ ホームページの運営 

（１） ホームページの改修、閲覧状況 
 

① ホームページの改修 

今年度からの新たな事業で追加された重点

政策課題に関係した Web サイトの改修等を適

宜実施した。 
（主な変更点） 
・オンライン診断の 7 分野目の追加を含むシ

ステム改修 
・ハンドブックページの 7 分野目の追加 
・X（旧 Twitter）API 変更に伴い、接続プログラム部分の全面改修 

 
② 閲覧状況 

・閲覧数（４月～１２月）は２０９，４５８回、昨年同期比（３２８，５５７回）で

下回る状況である。 

（単位：円） 
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・訪問数（同上）も１２３，９９６回と、昨年同期比（２３２，１５７回）で下回る

状況である。 

・当サイトでは、Google のキーワード検索上位を「経営」に関するキーワード（「バラ

ンススコアカード」、「５S」、「戦略マップ」など）が占めており、「ハンドブック」と

「専門家コラム」のページがアクセスに寄与している。2024 年後半以降の特徴として

各種キーワードの検索順位は 1 位、2 位で変化はないものの、クリック率が半減して

いることから、AI Overviews（AI による概要）の普及によるゼロクリック（検索エン

ジン内で自己解決）が増加した影響が、アクセス数の大幅減少の要因と想定される。 
 

（２） セキュリティ対策 
① 実施概要 

脆弱性検査実施日：２０２６年１月１３日（火）～２６日（月） 

実  施  方  法  ：外部機関による診断実施 
診断内容 ・ネットワーク脆弱性診断 

（サーバーやネットワーク機器の OS、ミドルウェア等のチェック） 
・Web アプリケーション脆弱性診断 

（HP や DB に対する情報の入出力など Web サービス等のチェック） 
② 実施結果 

現在、診断レポート提出待ち 
 

４ 事業のＰＲ活動 

（１）支援イメージ動画の配信・PR 
経営分析やグロースサポートなどの支援イメージ（支援成果）をＰＲするサイト『戦

う経営者たち』の最新動画コンテンツ２種を制作中。 
 

（２）新たなメディアの活用によるＰＲ 
新たなメディアを活用した PR として、ドキュメンタリー「戦う経営者たち」を広告

動画に再編集したコンテンツを都内タクシー車両内デジタルサイネージ広告として放

映した。 

都内でタクシーを利用するビジネスパ

ーソンを中心に、83万回を超える広告露出

を行い、中小企業活力向上プロジェクトア

ドバンス事業の認知度向上を図った。 
 

   
 
 

 
放映コンテンツ「【戦う経営者たち】ＣＭ編」 
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（３）オンラインセミナー動画の配信 
前年度より引き続き、ＰＣ、スマートフォン、タブレット端末から視聴できるオンラ

インセミナー動画を録画し、配信。 
  

（配信動画一覧（各タイトル３回シリーズ）） 
タイトル 配信時期 

モチベーションアップ施策 ２０２５年１２月 配信済み 

経営者が知っておくべき労務の基本 ２０２６年 １月 配信済み 

収益計画を立てるポイント ２０２６年 １月 配信済み 

サブスク型ビジネス 知っておくべきポイント ２０２６年 ２月 配信予定 

人材採用以外の「人手不足」解決法 ２０２６年 ３月 配信予定 

 
 
（４）専門家コラムの配信について 

都内中小企業に向けた経営支援情報の充実、及び登録中小企業診断士との連携強化を

目的に、専門家コラムを配信。 
・コラム内容：登録診断士の専門性を活かし、各専門分野の内容を概ね２,５００～ 

３,０００字程度の内容で掲載。 
・期   間：２０２５年１２月～ 
・配信コラム数：１２本 
・内 容 詳 細： 

タイトル 分野 配信開始時期 

業務外注はビジネススーツのオーダーメイド ～中小企業

における賢い外注活用術～ 

７．重点政策課題 12 月 18 日 

自社の業種に適したマーケティング消去法 ２．マーケティン

グ 

12 月 23 日 

中小企業が AI を味方にするには？業務効率化のステップ

を解説 

４．運営管理 1 月 15 日 

得意先の企業に理解と納得を与える価格交渉の進め方 ７．重点政策課題 1 月 22 日 

中小企業のための価格転嫁実践ガイド 法律と実務のポイント

を解説 

７．重点政策課題 1 月 29 日 

新人の早期戦力化・定着を促す OJT のポイントとは? ３．人材・組織 2 月 5 日 

大谷翔平選手に学ぶ「目標管理」～実現可能な事業計画書

の書き方とは？～ 

１．戦略・経営者 2 月 12 日（予定） 

価格転嫁を実現する 3 つのアプローチ！ ７．重点政策課題 2 月 19 日（予定） 

人材の定着は「対話」がカギを握る ３．人材・組織 2 月 26 日（予定） 

IT 担当がいない小規模企業のデジタル化推進のやり方 ４．運営管理 3 月 3 日（予定） 

小売・飲食の現場から考える「止めない店づくり」の BCP 実践 ６．危機管理・社

会環境・知財管理 

3 月 5 日（予定） 
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経営者こそ“最強の資本”であれ：健康管理と運動習慣が導く

持続可能な経営 

１．戦略・経営者 3 月 10 日（予定） 

 

５ 企業向けセミナーの開催 

（１）本年度の基本的な考え方 
東京都商工会連合会、各商工会及び各商工会議所が、中小企業の経営課題解決に役立

つセミナーを企画・実施。これにより自社の課題への“気づき“を啓発し、本プロジェ

クトの利用を促進した。 

 
（２）実施状況（開催日順） 

回 講 師 タイトル、主な内容 
日時、会場、 
参加者数 

①  藤﨑 忍 氏 
（(株)ドムドムフードサービス 
代表取締役社長） 
衰退していたドムドムの経営者

に抜擢され、自由な発想を活かし

た攻めの商品開発で見事に再生

を果たした。 

新生「ドムドム」元専業主婦社長の経営戦

略 
・専業主婦だった私が社長になるまで 

・ドムドムにしか提供できない「お客様の経験

や喜び」とは 

・常識破りと言われる「攻めの商品開発」 

・社長の仕事は「従業員がチャレンジできる環

境作り」 他 

７月９日(水) 
１４～１６時 
オンライン（Zoom
によるライブ開催） 
７２名 

②  稲葉 寛 氏 
（エイトコンサルタント(株) 
代表取締役社長、中小企業診断

士） 
大手 SIer で 30 年以上、業務シ

ステム構築やソフトウェアテス

トに従事。独立後は生産性向上や

業務効率化に関する支援を行う。 

生産性向上、業務効率化ってどうやるの？ 
～自社に合った改善策の見つけ方と、成果

につなげる実践ポイント～ 
・なぜ今、生産性向上が必要なのか？ 
・業務効率化だけじゃない！ ５つの切り口から

見る改善策 
・経営力を高めるための現状分析と課題整理法 
・成果につなげる実践ステップ 他 

１０月１４日(火) 
１４～１６時 
オンライン（Zoom
によるライブ開催） 
３１名 

③  亀井 誓子 氏 
（中小企業診断士） 
製鉄業・人材サービス業などを経

て独立。SNS を活用したブラン

ディングや販路開拓を得意とし

ている。 

ＥＣサイト活用セミナー 
・ＥＣサイトの選び方 
・集客・ブランディングの仕方 
・購入率・顧客単価を高める商品ページの改善 
・売上アップのための SNS 活用法 他 

１月２１日(水） 
１４～１６時 
八王子商工会議所 

④  畠 直樹 氏 
（JCOM(株) 東日本営業部長） 
2006 年 JCOM 入社。代理店開

拓、メディア営業等を経て営業所

長に従事。中小企業診断士資格を

取得し、兼業として個人事務所を

2024 年開設。 

中小企業のための動画活用セミナー 
・採用難を打破する求人への活用 
・教育コスト増を打破する教育への活用 
・情報発信力を強化する SNS での活用 
・中小企業の成功事例 
・実際に動画を制作してみよう 他 

１月２８日(火) 
１４～１６時 
町田商工会議所 
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（セミナー開催風景） 

  

講師：藤﨑 忍 氏（７月開催） 
場所：Zoom を利用したライブセミナー 

講師：稲葉 寛 氏（１０月開催） 
場所：Zoom を利用したライブセミナー 

 

６ 企業向け情報の発信（メールマガジン配信） 

毎月第２・第４木曜に配信。中小企業経営者・従業員を対象に、各機関の最新動向やイベ

ントスケジュール、中小企業が利用可能な支援施策の紹介等をおこなっている。 
 
（１）登録者数 

１２月３１日現在の登録者数は７，９９８件（前年同期比 ＋２０２件） 
（属性内訳） ・企業（過去の利用企業など）：６，７７８件 

・支援機関（商工会議所・商工会の職員など）：８０件 
・中小企業診断士：１，０４０件 

 
（２）主な内容 

＜前書き＞時事的なもの （例：小規模事業者持続化補助金） 
＜Part１＞今週のニュース（例：ビジネスマッチングの参加企業募集） 
＜Part２＞支援機関のイベント・セミナー紹介（参加団体の無料セミナー等を幅広く掲載） 
＜Part３＞支援施策紹介（募集中または近日募集開始の助成金・補助金など） 
＜Part４＞専門家コラム（上述４(４)の最新コラムの概要を掲載し、Web サイトへ誘導） 

 
（３）配信実績と今後の予定（１月２３日現在） 

４月１０日 
４月２４日 

５月 ８日 
５月２２日 

６月１２日 
６月２６日 

７月１０日 
７月２４日  

８月１４日 
８月２８日 

９月１１日 
９月２５日 

１０月 ９日 
１０月２３日 

１１月１３日 
１１月２７日 

１２月１１日 
１２月２５日 

１月 ８日 
１月２２日 

（予定）２月１２日 
（予定）２月２６日  

（予定）３月１２日 
（予定）３月２６日  
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（４）実際のメルマガの体裁（一部抜粋） 
（2025 年 10 月 9 日配信分より） 
いつもお世話になっております。 
中小企業活力向上プロジェクトアドバンス メールマガジ

ンです。 
今回の巻頭では、国の「中小企業省力化投資補助金(一般型)」
を改めてご紹介します。 
 
この補助金は、業務プロセスの自動化・高度化やロボット

生産プロセスの改善、ＤＸ等、中小企業等の個別の現場の

設備や事業内容等に合わせた設備導入・システム構築等の

多様な省力化投資を促進する事業です。 
 
次回(第 4 回)の公募は、11 月上旬申請受付開始、11 月下旬

申請締切予定です。 
 
詳細は下記リンク先から公募要領をご確認ください。 
https://shoryokuka.smrj.go.jp/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
Part 1 今週のニュース 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
▼1-1 [11 月 13・14 日] 職場のメンタルヘルス対策 オンラ

イン相談会(無料・要予約) (東京都産業労働局) 
 
職場内におけるメンタルヘルス対策の進め方などについ

て、産業カウンセラー等の専門家にご相談いただけます。

ご相談いただいた内容の秘密は厳守します。 
 
◇日 時：2025 年 11 月 13 日(木)・14 日(金) 9:30～15:50 

(1 社あたり 40 分、入替制) 
◇開催方式：オンライン 
◇定 員:：18 社(定員になり次第締切) 
◇費 用：無料 
 
詳しくは下記リンク先をご覧ください。 
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/mental/s
uishin/r7/ 
 
（中略） 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
Part 2 支援機関のイベント・セミナーのご紹介 

▼2-1 [10 月 22 日] 第 3 回 中小企業のカスタマーハラスメ

ント対策セミナー 
 (東京都中小企業振興公社) [オンライン開催] 
 

カスタマーハラスメント対策に係る体制整備等を支援する

ため、とるべき対策などについての知識・情報等を提供する

セミナーを開催しています(全 4 回)。 
第 3 回は、「現場対応編～実例で考え、習得する!カスハラ対

応術～」と題し、シチュエーション別の対応テクニック、不

当な要求への対処方法、初動対応などをお伝えします。 
 
◇日 時：2025 年 10 月 22 日(水) 15:00～16:50 
◇会 場：オンライン(Zoom によるライブ配信) 
◇講 師：津田 典子 氏(株式会社 Fine HR 代表取締役) 
◇参加費：無料 
 
詳しくは下記リンク先をご覧ください。 
https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2510/0014.html 
 
（中略） 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
Part 3 支援施策のご紹介 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
▼3-1 【助成金】令和 7 年度 製品開発着手支援助成事業 
 (東京都中小企業振興公社) 
 
製品・技術開発を行う都内中小企業者等に対して、開発実施

にあたって考えなくてはならない素材や機能、手法の選定等

の技術検討に要する経費の一部を助成します。 
 
◇助成対象者：都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行

っている中小企業者(会社及び個人事業者)、
都内での創業を具体的に計画している者 

◇助成対象事業：社外資源を活用して実施する技術検討(検
討の結果の方向転換等は可能) 

◇助成対象経費：原材料・副資材費、委託・外注費 
◇助成限度額／助成率：100 万円／2 分の 1 以内 
◇受 付：電子申請 2025 年 11 月 4 日(火)～11 月 18 日(火) 
 
詳しくは下記リンク先をご覧ください。 
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/chakush
u.html 
 
（以降省略） 

 
以上 

https://shoryokuka.smrj.go.jp/
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/mental/s
https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2510/0014.html
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/chakush


今後の予定（年次報告会の開催等） 

１ 年次報告会の開催 

本プロジェクトに携わる中小企業診断士や経営指導員を対象に、本年度取り組んだ経営

分析、グロースサポートの事例紹介及び成果発表の場として、年次報告会を開催する。 

現場で支援にあたった中小企業診断士等による特徴的な事例や効果的な事例の発表と意

見交換を通じ、参加者とのノウハウの共有及び今後の支援のレベルアップを目指す。 
 

 

日 時：2026 年 3 月 6 日（金）15 時 00 分～17 時 00 分 

会 場：東京商工会議所 Hall & Conference Room B1 より、Zoom によるオンライン開催 

参加者：中小企業診断士、経営指導員、支援機関関係者等 100 名程度 

内 容：①開会                               ５分 

     開会挨拶（調整中） 
 

②公式サイト、各種 PR 動画、ハンドブック等の支援ツールの紹介    ５分 

オンラインで提供中の様々な機能について分かりやすく解説（事務局担当） 
 

③「戦う経営者たち」動画上映と出演企業の発表           ２５分 

 

④利用企業へのアンケート調査結果の報告              １０分 

利用企業の満足度、経営分析利用後のアクション、成果等を紹介（事務局） 
 

⑤事例発表                           ７０分 

     総括・コーディネート役 東京都中小企業診断士協会 専務理事 山本祐一郎 氏 

     ≪紹介事例≫ 

○東京都商工会連合会 担当 １件 

〇多摩地域商工会議所 担当 １件 

〇東京商工会議所 担当   １件 
 

⑥閉会                               ５分 

閉会挨拶  東京都中小企業診断士協会 会長 森川 雅章 氏 

 
 

２ 支援事例集の作成 

  今年度、経営分析及びグロースサポートを利用した企業の中から、9 社（製造業、卸売

業、小売業、サービス業など）をピックアップして訪問取材を実施。経営分析・専門家派

遣支援の好事例として事例集にまとめ、各団体へ配布。 

（2,500 部作成、年次報告会開催以降、順次配布予定） 
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３ 利用企業へのアンケート調査結果のとりまとめ 

  利用企業の満足度や経営分析後の効果等を把握するため、アンケート調査を実施。 

（年次報告会に向けて現在分析中） 

 調査対象 ： 2025 年 4 月～2025 年 9 月に経営分析を受けた企業 約 1,200 社 

（グロースサポートについての質問含む） 

 調査方法 ： 郵送による調査 

 調査期間 ： 2025 年 12 月 1 日～2026 年 1 月 13 日 

 回 収 数 ： 373 社（回収率 31.5％） 

 

４ 実行委員会の開催 

  第４回を３月３日（火）に開催予定。 
   
 

以上 


